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１８．牛の事故 

 牛による事故は、北海道で近年増加傾向にあり、年間 700件以上が報告され、問題が顕

在化しているが、府県ではまだ問題視されておらず、「牛飼いには当たり前のこと」とし

て片付けられている状況にある。しかし、重傷に至るケースも少なくないばかりではなく、

貴重な労働力が損なわれることによる経済的な損失も予想以上に大きいことから、未然防

止に向けた取り組みおよび休業補償が得られる労災保険への加入促進が急務である。 

 なお、今回の事故事例を大きく分類すると 

  ①牛の移動         ５例 

  ②牛からぶつかって来た   ５例 

  ③牛が接触してきた     ３例 

  ④牛に蹴られた       ３例 

  ⑤牛がよろけた       ５例 

  ⑥その他          １例 

であった。なお、②～③は、牛の方から人間に向かってきた事故であり、⑤は不可抗力的

によろけて人間にもたれかかっての事故である。 

 もちろん、「搾乳中」、「給餌中」、「管理中」、「移動中」など作業内容での分類も

あると思われるが、とりあえずここでは、牛の動作を中心に分類した。 

 

 

（１）牛の移動 

 牛は、大きいものでは 800ｋｇにも達し、仔牛でも 300ｋｇはある。これらの牛の出荷時

に移動中の暴走、あるいはへたり込んだ牛の移動等で事故が起こっている。 

 とにかく重量が半端でなく、生きているので移動には常に不測の事態を想定した対応が

必要である。 

 

①逃げた乳牛にモクシをかけ、牛舎へ戻すためトラクタでロープを引いたところ、モ 

 クシが外れ、ナスカンが飛んで来てフロントガラスを破り、破片が眼に刺さった 

             （平成10年5月 午前7時頃、牛舎近傍、男性・44歳） 

 放牧から戻った乳牛を牛舎に呼び

入れて搾乳作業を行おうとしていた

とき、１頭が堆肥盤に逃げてしまっ

た。牛舎に連れ戻すため、ナスカン

でロープを繋いだモクシを逃げた牛

の頭にかけ、トラクタの前部にロー

プを結んで後進しながら牛を引いて

いるうちにモクシが外れ、勢いよく

ナスカンがトラクタのフロントガラ

スを破った。その時のガラスの破片
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が左眼に刺さり、左眼の角膜を

損傷した。 

 自分で車を運転して隣町の病

院へ向かい、すぐに手術を受け

た。事故前の視力は 1.5 あった

が、事故後は 0.6までしか回復

せず、左右の視力の差による疲

れ、頭痛に悩まされている。当

時は労災保険に加入していなか

ったので、休業補償が受けられ

ず、JA共済による保障金は入院

中に頼んだヘルパー代に消えて

しまい、作業に復帰できるまで

生活に困った。 

 

＊事故原因 

 モクシは本来、ロープを引くことで鼻回りが締め付けられて呼吸がしづらくなるのを牛

が前進して緩和しようとすることを促すものであり、強く曳くためのものではないため、

鼻先方向に強い力で引くと外れてしま

う。また、ロープがナイロン製で伸び、

しかも金属製のナスカンで繋いでいたの

でモクシが外れたときに勢いが付いてし

まった。ナスカンはトラクタの後窓まで

打ち破っていた。運転者の頭部に当たら

なかったのは不幸中の幸いと言える。事

故後は、乳牛が逃げないように電気牧柵

を張って誘導するようにしたとのことで

あった。 

 

 

②牛舎内で転んで動けない牛を起立させるため、梁にロープをかけ、荷締め器で牛を 

 持ち上げる作業中、荷締め器のハンドルが勢いよく回って顔に当たった。 

      （平成24年 9月 午前10時30分頃、繋ぎ飼い牛舎・対尻式、男性55歳） 

 繋ぎ飼いの乳牛を放牧に出す作業中、１頭が間違って飼槽側の狭い通路に入り込み、転

んで動けなくなった。この牛を起立させるため、牛舎の梁にロープを介してぶら下げた荷

締め器に、牛の腹の下を通したロープを繋いで引き上げる作業を行っていたところ、持ち

上げすぎたため少し下げようと荷締め器のロックを解除した瞬間、牛が倒れるとともに荷

締め器のハンドルが勢いよく回転して被害者の下唇左側に当たり、裂傷を負い、歯を３本

折った。 

 



- 179 - 

 そのまま作業を続けていたが、農協の人が別件で訪ねて来て本人の顔を見て驚き、病院

へ行くように勧めたため、自分で運転して病院へ行き（通常対応）、２針の縫合施術を受

けた。後日、歯医者で上の歯だけ差し歯にしてもらったが、忙しいので今のところ下の歯

は抜けたままになっている。労災保険に加入していたので、経済的な損失は免れた。 

 

＊事故原因  

 チェーンブロックではなく、

重量物の吊り上げを目的とした

機能を持たない荷締め器を使っ

てしまった。チェーンブロック

であれば下降動作時でもハンド

ルが勢いよく戻ることにはなら

ず、吊り物の上げ下げを安全に

行うことができたはずであっ

た。 

 持ち上げすぎた牛を下げるた

め、ロックを解除したときもハ

ンドルを把持していたが、回転

の勢いが強く、とっさのことでもあり、止めることができなかった。 

 当該牛は分娩後の体調不良（恐らくカルシウム欠乏症）が続いており、転んだ後も自立

することが困難だった。その後、廃用になってしまった。通路で起立困難になるケースは

ほとんどないが、次にあった場合は別の手立てを考えることにするとのこと。 

 

 

③起立困難になった牛を起こすため、牛床の周囲に枠場を設置し、脚立に乗って上部 

 にチェーンブロックをつり下げる梁を載せようと持ち上げたところ、転落、後頭部 

 を打った   （平成24年 5月 午後1時頃、繋ぎ飼い牛舎・対尻式、男性55歳） 

 繋ぎ飼い牛舎内の

牛床で乳牛が疾病の

ため起立困難になっ

た。この牛を起こす

ため、牛床上の牛の

周囲に枠場を設置

し、脚立（天板高さ

80cm）の２段目（高

さ約 50cm）に乗り、

枠場の上にチェーン

ブロックをつり下げるための梁を載せようとしたところ、バランスを崩して脚立ごと仰向

けに転倒し、コンクリートの通路に転落、後頭部を打った。 
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 手がしびれていたのでしばらくその場

で休んだが、意識ははっきりしていたの

で枠場設置作業を続けた。その後、気分

が悪くなり、夕方の搾乳は妻と息子に頼

んで休んでいた。一夜明けても回復しな

いため、２日後、自分で車を運転して病

院へ行った（通常対応）。診察の結果、

脊椎が神経を圧迫していることがわか

り、１カ月通院した。後頭部打撲、頸椎

圧迫、通院１カ月。労災保険等に加入し

ていたので、経済的な損失は免れた。 

 

＊事故原因  

 補助者なしの一人作業で重い梁を脚立に乗って持ち上げることに無理があった。 

被害者は脚立を跨ぐ姿勢で作業しており、脚立が転倒に対して弱い横方向（背面方向）に

荷重がかかり、転倒を招いた。図５のような姿勢であれば脚立が転倒する危険性は低く、

作業者の膝を支える形になるので作業者の姿勢も安定を保ちやすい。 

 息子と相談して持ち運びしやすい枠場を作ることを検討している。来年から息子が就農

し、結婚もするため、労働力に余裕が生まれることから、無理して一人作業を行わないよ

うにするつもりであるとのこと。 

 

 

④牛出荷時に、トラックの荷台で暴れ出し、左鎖骨遠位端骨折 

        （平成23年 6月 午前5時半頃、肉牛出荷トラクック、男性・58歳） 

 牛の屠畜場への出荷は月に３～４回あり、いつも奥さんと二人で行っている。この日も

牛４頭を出荷するため、二人で１頭目の牛を牛舎からロープで引っ張り、４ｔトラックに

積み込んだ。その後、一人で牛をトラックの荷台に繋ぎ止めようとしたところ、突然牛が

暴れ出し、牛と荷台のサイドパネルに挟まれて左肩を強打した。その瞬間、これまで経験

したことのない激痛に見舞われた。

この時、奥さんは２頭目の牛を出荷

する準備に取り掛かるためトラック

を離れ牛舎に向かっていた。 

 牛は生後 20 ヶ月、体重は 800㎏、

体高は 150㎝超であった。 

 奥さんに助けを求め、痛みを堪え

二人で牛を牛舎に戻し、その日の出

荷は取り止め、奥さんの運転する車

で 25km 離れた病院へ向かった。救急

で受診しレントゲンを撮り左鎖骨遠
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位端骨折と診断され、翌日手術、入院は約 10 日、全治まで 180日を要した。労災保険の特

別加入をしており、療養補償、休業補償の給付を受けることができた。 

 

＊事故原因 

 牛を出荷するときのトラックへの積み込みは奥さんと二人で行っているが、積み込んだ

後は一人で牛を繋ぎ止め、奥さんは次の作業に取り掛かかるのが常である。今回の事故を

契機に、牛の出荷時は、手伝いを一人増やして繋ぎ止めるまで二人で行うこととした。ま

た、手間はかかるが牛のロープの繋ぎ方を工夫して安全対策を講じている。 

 

 

⑤出荷のため、嫌がる子牛を洗おうと、牛舎から引きだす途中、急に反転して本人に 

 体当たりし、突き倒され頸椎損傷 

               （平成24年 4月 午後2時半頃、牛舎、男性・71歳） 

 出荷を控えた牛を足洗い場につれて行こうとした。出るのを嫌がっていたのでモクシに

綱をつけて引っ張った。牛舎を５ｍほど出たところで、突然、牛が反転し牛舎の方向に戻

ろうとして右回転で反転し、本人を突き倒し、自分の部屋の戻った。 

 一緒に働いていた奥さんも牛に蹴飛ばされ、起きたら、ご主人が倒れていた。奥さんが

近所の人に携帯電話で連

絡、出かけられる直前であ

ったが、すぐ飛んできてく

れ、救急車を手配。本人を

起こしたが、すぐにひっく

りかえった。救急車は約 10

分でやってきた。30～40 分

で病院に到着。すぐに診察、

MRI。手術は入院 1週間後。

脊髄損傷。頸椎の 3,4 番手

術、人工骨を入れた。３日

目くらいで少し動くように

なった。車いす生活が続き

約１ヵ月で転院、その後約

50日で退院。 

 現在は、歩行も可能とな

ったが、左足、左手が上手

く動かない。 

 

＊事故原因 

 もともと、この牛は出荷するため１週間前に爪切り（削蹄）をしようと出そうとしたが、 


